
ケース研修ワークシート (3) わいせつ行為

●ケース 氏名（ ）

高校で新任３年目のＡ教諭は、２年生を担任し、教科指導、部活動ともに熱心で、
誰にでも優しく、丁寧な指導は定評があり、女子生徒にも人気があった。
ある日の放課後、Ａ教諭が一人で教科準備室で翌日の授業の準備をしていたら、

担任していた女子生徒Ｂが落ち込んだ様子で相談にきた。Ｂは進路や友人関係の悩
みを打ち明けた。Ａ教諭は、優しく対応し、Ｂは元気を取り戻して帰っていった。
Ｂはその後も時折Ａ教諭の準備室を訪ねてくるようになり、二人は徐々に親密な

関係になり、休日には車で郊外へでかけ、ホテルで関係を持つようになった。
関係は数箇月続いたが、Ｂは次第に成績が下がるとともに精神状態が不安定とな

ってきたため、母親が問いただすと、ＢはＡ教諭との関係を母親に打ち明けた。
後日、保護者からの抗議が学校と教育委員会にあり、Ａ教諭とＢの不適切な関係

が明らかになった。

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸｹｰｽ集(平成22年8月)より

(1) 問題点などのポイントを整理してみましょう！

◇

◇

◇

(2) どのような責任が問われる可能性があるのでしょうか？

◇

◇

◇

(3) 対応策について検討してみましょう！

◇

◇

◇

(4)セルフチェックしてみましょう！

項 目 ア イ ウ

１
「教職員の懲戒処分の指針（標準的な処分量定）」で示された
わいせつ行為等を行った場合の処分を理解している。

２
県民の教育に対する信頼を損なうことがないよう、勤務時間内
外を問わず、常に自らの行動を律している。

３
合意の上でも、１８歳未満の青少年とみだらな関係を持つと処
罰されることを知っている。

４ 児童生徒を性的な対象として意識することはない。

５
勤務時間中は、誰に見られても恥ずかしくないよう、職務に専
念することを心がけている。

（ア：はい イ：どちらともいえない ウ：いいえ）

◎ 今回の研修についての感想（評価を○で囲んで、感想を書いてください。）

評価 とても良かった 良かった あまり良くなかった 良くなかった



解説 ケース研修ワークシート（わいせつ行為）

(1) 問題点などのポイントを整理してみましょう！

◇Ａ教諭は、教科指導や部活動の指導に定評があり、生徒から人気があったので、

生徒が恋愛対象と見なす可能性があった。

◇Ａ教諭は、女子生徒であるＢを教科準備室という密室に招き入れている。

◇Ａ教諭は、１８歳未満であると知りながら、高校２年生の女子生徒とみだらな関

係を持つようになってしまった。

◇Ａ教諭との不適切な関係の中で、Ｂは成績が下がり、精神的にも不安定な状態に

なってしまった。

◇Ａ教諭とＢとの不適切な関係を保護者が知り、管理する立場の校長や教育委員会

に抗議してきた。

(2) どのような責任が問われる可能性があるのでしょうか？

◇身分上の責任 懲戒免職

（参考）懲戒免職になった場合、教員免許状は効力を失い、退職手当は支給されない。

◇刑事上の責任 徳島県青少年健全育成条例違反により懲役又は罰金

（参考）２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金。執行猶予付きであっても禁錮刑以上の場

合、欠格条項に該当し失職する。

◇民事上の責任 女子生徒Ｂへの慰謝料等の損害賠償責任

※ 関連する法令等は、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸｹｰｽ集の８～９ページを参照してください。

(3) 対応策について検討してみましょう！

◇適切な初期対応を行う（事実関係の把握、被害者への謝罪等）。

◇生徒のﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰを保護するために、管理職を中心に必要最小限の教職員で対応す

る。

◇ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰや養護教諭などを活用し、当該生徒や保護者のﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽｹｱに努める。

◇所管の教育委員会へ報告し、指導・助言を受ける。

◇管理職は、職員室以外で校務を行っている教職員の勤務状況を把握し、必要に応

じて指導を行う。

◇研修計画を見直し、わいせつ行為に関連する法令等に精通する研修を実施する。

◇「教職員の懲戒処分の指針」の「標準的な処分量定」を研修資料として取り上げ、

具体的な非違行為の内容とそのてん末を理解させる。

教職員の懲戒処分の指針（標準的な処分量定）

非違行為等の分類・具体例 免職 停職 減給 戒告

わいせつ行為等 (１)強姦 ○
暴行又は脅迫を用いて婦女を姦淫した教職員

(２)強制わいせつ ○
暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした教職員

(３)淫行 ○
１８歳未満の者に対して、淫行をした教職員

(４)児童買春 ○
１８歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償と
して供与し、又は供与することを約束して淫行をした教職員

(５)痴漢行為 ○ ○
公共の乗物等において痴漢行為をした教職員

(６)その他わいせつな行為
法律や条例等に違反して、盗撮、のぞき、その他わいせつな ○ ○
行為をした教職員


